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平成 30年度下半期（10月～3月） 活動内容 

１、主な活動 

年 月 日 区  分 活 動 内 容 

10月 5日 地域活動 
地区防災計画策定のメンバーとして代表が会議に

参加。防災活動への積極参加を確認。 

10月 24日 景観保全事業 浅間広場を中心に菊の植え替え作業。 

10月 24日 他団体交流 
山梨大学生命環境学部地域社会システム科学生

によるアンケート調査に協力。 

10月 31日 景観保全活動 寺川改修計画検討委員会へ会員数名が出席。 

10月 31日 地域活性化事業 
地元産米穀と地域文化の PR として、『稚児の米（ち

ごのまい）』の商品開発。 

11月 1日 地域活性化事業 
紅葉祭りにて、『稚児の米（ちごのまい）』の販売開

始。 

11月 7日 景観保全活動 
休耕田でのポピーの種まき。地元住民にも参加を募

り、草刈り、種まき作業を行う。 

3月 4日 地域活性化事業 あさまの家にて、恒例のひな人形の飾りつけ。 

3月 7日 地域活性化事業 
北中にて写真家テラウチマサト氏の講演会に出席。

その後、意見交換会。地域活性について学ぶ。 

3月 20日 研修 
県庁にて、景観ルール作りのための研修を行う。ま

た、古民家再生事業の実際を見聞する。 

 

２、その他活動 

〇定例会開催 

10月 5日、12日、19日、12月 8日、2月 21日、3月 14日、27日計 7回。 

〇地域景観ルール設定準備 

上記定例会において、地域における景観ルール設定を目指した情報交換及び議論。 

〇地域住民向け回覧作成 

『河口浅間まちづくり会通信』等を作成し、「河口を花で飾り隊」の菊植え付けやポピー種ま

きなどの景観形成活動を河口地区回覧板にて紹介。 
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３、参考資料 

 

菊の植え替え 
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梨大生のアンケート調査に協力 

 
 

 

寺川改修計画検討委員会への出席 
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『稚児の米』の商品開発 

 
 

 

紅葉祭りでの『稚児の米』販売 
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休耕田でのポピーの種まき 
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ひな人形の飾りつけ 

 

 

 

県庁での研修 
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河口浅間まちづくりの会 研修レポート 
平成 31年 3月 20日 水曜日 実施 

1. 目的 

① 景観ルール作りを策定していく上で、既存の法的知識を得る。 

② 古民家利活用の実際を実地研修する。 

③ 地域文化に根差した経営展開を実体験する。 

2. 訪問先 

県庁防災新館  県職員からの景観に関する法令の解説、偉人館見学 

Nodo    古民家再生の現場を視察、及び食事を通しての実体験 

安藤家住宅   南ア市文化財担当の西野氏より解説 

六斎   地域文化に根差した経営の視察 

3. 県庁防災新館での研修内容 

① 地区独自の景観ルール作りをする手順として、『景観形成重点地区』の指定を進めてい

くことが第一歩と考えられる。条例で指定された地域の中で「特に大事な地域」「景観形

成の優先順位の高いゾーン」ということを明確化し、地域の特性にふさわしいきめの細か

い行為制限を定めていく。 

② 景観法に対して憲法第 29 条「第 1 条：財産権は、これを侵してはならない。」の存在が

ある。「建ててはだめだ」と、はっきり言えない。 

③ 景観法（ルール）には根拠が必要となる。例えば高さ制限を設けた場合、なぜその高さな

のかの根拠が必要となってくる。周りの家がおよそ 10 メートルであるからなど。 

④ 奈良市と宇都宮市の条例を先例として紹介。 

⑤ 県景観づくり推進室の進める「屋外広告物条例」の解説。 

4. Nodoの視察と食事 

店長は海外での経験から古い建物を上手に活用して経営しているレストランを日本でも

開いてみようとの思いから Nodo を開業。随所に工夫を凝らし、落ち着いた、居心地の良

い空間を演出。料理のクオリティも高く、満足感の高いサービスを体感できた。 

5. 安藤家住宅訪問 

国の重要文化財として名実ともにその価値が訪問者を魅了している。運営には苦慮して

いる面もあるようだが、後世に残す文化的遺産をしっかりと守っていく姿勢を感じた。南ア

市職員西野氏の解説も絶妙で、内容の濃い視察であった。 

6. 六斎訪問 

与謝野晶子との歴史のある酒蔵。大手企業の参入で、経営の継続が図られていた。 

7. 研修を終えて 

非常に内容の濃い研修を行うことができた。特に課題となっている「景観ルール作り」にお

いて、有益な情報を得ることができ、来年度の事業展開に大きな知見を得ることができた。

今後の活用に期待したい。 

以上 


